
控

平成 30年 (ネ オ)第 7

上告人 (第 一審被告 )

被上告人 (第 一審原告 )

7号‐  上告提起事件

吉井康雄

学校法人大阪経済大学

上 告 理 由 書

平成 30年 5月 8日

最 高 裁 判 所 御 中

上 告 人 古 井 康

頭書の上告事件 について、上告人 は、下記の とお り上告理 由書 を提出す る。

第 1 事案の概要

本件は、被上告人 (以 下、被上告人大学 と呼ぶ)が 別件訴訟 に関する情報をウ

ェブ上 に公開 した ことに対 し、上告人を①名誉権侵害の不法行為、②業務遂行権

を侵害する不法行為、③労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務違反 による不法

行為 として、④金 1500万 円の損害賠償 と⑤人格権侵害および業務遂行権侵害

に基づ くウェブ公開情報の差止請求を求めた事案である。

ここにおいて別件訴訟 とは、被上告人大学の学部長・理事 らが特任教員の講義

科 目はカリキュラム委員会の承認が必要、学部長が特任教員の推薦 を決めるなど

といった学内規程 とは異なる特任教員任用規程 を偽装 してこれを上告人に適用 し、

特任教員推薦委員会に上告人の申請書類 を提出 しないとい う不法行為 により、特

任教員任用 を妨害 したことによる地位確認等請求事件を指す。

なお、上告人はこの別件訴訟に関す る被上告人大学の経営学部 を中心 とした不

法行為および当該裁判過程の評価 を第 3者 の判断に委ねる必要性 を感 じ、被上告

人大学の不法行為の抑止 と自主的な組織改革などを求めてウェブ公開 している。

第 2 原判決の要旨

原判決では、①名誉権侵害、②業務遂行権侵害、⑤人格権侵害および業務遂行
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権侵害 に基づ くウェブ公開情報の差止請求は却下 されている。

その理由を「③本件記事等が公共の利害に係 るものであ り、⑮その掲載が専 ら

公益 を図る目的で行われた こと、◎本件記事等の意見の前提 とされた事実の重要

な部分が真実であること、① このような事実を前提 とした意見が、意見 としての

範囲を逸脱 したものとは認められないこと、◎本件記事等の摘示 された事実がプ

ライバシー情報 には属 さないことを考慮 した場合 に、①なお、 これを違法 とすべ

き事情の主張、立証はない」 としている。

しかるに、③労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務連反 による不法行為に関

しては、④本件教授会 は本来非公開であ り、⑤録音するには出席者の 了解がいる

ことが確認 されているにもかかわ らず、本件教授会の審議内容が無断で録音 され、

①それが公開されたならば、たとえ録音対象が 1審被告の特任教員任用申請手続

に関す る事柄であった としても、今後の本件教授会の自由聞達な議論 に対する支

障 (萎 縮効果)と なることは明 らかである。① これ らの損害を填補するための額

としては 30万 円が相当 としている。

第 3 本件の問題点

上告人が問題 としている本件の判決部分は、労働契約終了に伴 う信義則上の守

秘義務違反 による不法行為およびその不法行為による損害賠償 30万 円が科 され

た部分である。

1.原判決の不当性

①名誉権侵害 に関 しては、名誉権 を保障す る憲法第 13条 と表現の自由を保障

す る憲法第 21条 の衝突 において、「名誉棄損行為が公共の利害に関す る事実 に

係 り、かつ、その目的が専 ら公益 を図ることにあったと認める場合 には、事実の

真否を判断 し、真実であることの証明があったときは、 これを罰 しない」 とする

公共の利害に関す る場合の特例、刑法第 230条 の 2の 規定により、上告人の名

誉権侵害 とい う不法行為は免責 されている。

その一方、③労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務違反による不法行為に関

しては、信義則上の守秘義務違反による不法行為などとして、①損害賠償 を科 して

いる。



ここにおいて、③非公開の教授会議事内容 は、学問の 自由を保障す る憲法第 2

3条 お よび教育基本法、大学設置基準 な どに違反す る被上告人大学 の不法行為 を

上告人が ウェブに公開 した ものであ り、①無断録音 と① ウェブヘの情報公開 によ

る萎縮効果 は表現 の自由を保障す る憲法第 21条 との衝突の もとで、違法性 阻却

事 由の評価 をされ るべ きであるが、それがなされていない とい うFH5題 があ る。

2.無 断録音に関する最高裁判例

無断録音の違法性 阻却事 由を評価 した最高裁判例 の存在 を示す。 ここでは、相

手方の説明内容 に不審 を抱 き、後 日の証拠 とす るため、相手方 との会話 を録音す

ることは、た とえそれが相手方の同意 を得ないで行われた ものであって も、違法

ではな く、その録音テープの証拠能力 は否定 されない としてい る (最 高裁平成 1

2年 7月 12日 第二小法廷決定 (平 成 11年 (あ )第 96号^詐 欺被告事件、刑集

54巻 6号 513頁 、判例時報 1726号 170頁 )。

第 4 理由不備 (民事訴訟法第 312条 2項 6号 )

労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務連反 による不法行為 に関す る原判決 に

は次の理 由不備 があ る。

1.論理的な完結性の欠如 :憲法第 23条 が保障す る学問の 自由と非公開 とされ

る教授会の不法行為

原判決が信義則上 の守秘義務違反 による不法行為であ るとす る理 由 として、前

述 した ように、④教授会 の非公開、①録音許可ルールの もとでの無断録音、①そ

れ らによるウェブ公開が もた らす 自由闊達 な議論 を阻害す る萎縮効 な どを主な理

由 として挙 げている。 しか し、不法行為 との判決 に導 くには、それ以外の理 由の

評価が欠如 してい る。その 1つ が、「被上告人大学で生起 した学内お よび経営学部

教授会 の行為Jと 「憲法第 23条 が保障す る学問の 自由によ り規定 され る教育基

本法、大学設置基準な ど」とを突 き合せ た「行為の不法性 の評価」、それが欠落 し

てお り、不法行為 とす る判決 には論理的な完結性が欠如 していることによ り、上

告理 ELlと しての理 由不備 となる。

繰 り返 し述べ るな らば、一般 に個人 として学問 を究めることを妨害 されない と

つ
０



い う基本的意義のほかに、その自由を担保す るための制度的保障 として大学の 自

治、教授 の自由、教育の自由な どを保障す る憲法第 23条 の もとで、教育基本法

お よび学校教育法、学校教育法施行規則や大学設置基準 といった省令が定 め られ

てい るが、被上告人大学お よび経営学部教授会 はこれ らの規定 に反す る不法行為

を行 ってい ることを、特任教授任用 を故意 に妨 げた彼 らの不法行為 をもとに上告

人は別件訴訟 し、それに係わ る情報 を憲法第 21条表現 の自由の保障の もとで ウ

ェブ公開 したのであって、非公開 とされ る教授会 な どの議事 の秘密の侵害 は、学

問の自由、教授会の 自治の名の もとで行われた彼 らの不法行為 を情報公開 した も

のであ り、公共の福祉 に反 している被上告人大学の議事 の秘密 は保護 の対象外 と

され るべ きであって、逆 に、上告人の議事 の秘密の侵害 は公共の福祉 に適合す る

行為 として違法性阻却事 由の対象 とな り、不法行為 とはな らない。

この ように、上告人の行為 を不法行為 と判決す る うえにおいて、考慮 され るベ

き別の理由が存在す ることをもって、理 由不備 となるため、 この判決 には理 由不

備 (民 事訴訟法第 312条 2項 6号 )の 違法がある。

2.論 理的な完結性の欠如 :憲法第 21条 が保障す る録音 という表現の 自由と

憲法第 13条が保障す る人格権 を侵害す る無断録音 という不法行為に関 して

原審 の判決では、前述 の③、①、① の理 由、そのなかで も非公開であ る教授会の

議事内容 を教授会で決めた録音のルール に反 した無断録音で情報公開す る不法行

為では、教授会 メ ンバーに様 々な萎縮効果 を もた らし、原原審では大学の 自治 の

中核 をなす人事 に関す る事項 を公開す る影響 をも指摘 し、非公開であ る教授会で

録音の許可制 を無視 した無断録音の不法性 をもって不法行為 としてい るが、その

ような行為 には違法性があるか否か とい う評価 をもって、論理的 に不法行為が確

定す る訳で、判決 にはその部分が欠如 してい ることによ り、理 由不備 を構成す る。

理 由不備 とす る根拠 の 1つ が、録音 とい う行為 は「表現 の自由を規定 した憲法

第 21条 の もとで、報道 の自由 と取材 の自由が十分尊重 に値 いす るもの」 と判示

(最 大決昭和 44年 11月 26日 刑集 23巻 11号 1490頁 )さ れてい るよう

に、不法行為ではない 6

今 1つ の根拠 は、無断録音 とい う行為 は「相手方の説明内容 に不審 を抱いた被

害者が後 日の証拠 とすべ く、 自衛行為の一環 として相手方 との会話 を無断録音 し

たケースにおいて、た とえ相手方 の同意 を得ないで行われた録音であって も、違



法ではな く、その録音 テー プの証拠能力 は否定 されない」 と最高裁第二小法廷 は

判示 している (最 高裁平成 12年 7月 12日 第二小法廷決定 (平成 11年 (あ )

第 96号詐欺被告事件、刑集 54巻 6号 513頁 )こ とをもって、 自衛行為の 一

環 として、不法行為 を立証す る証拠 とす るために無断録音 した行為 の産物 であ る

録音テープの証拠能力が否定 されなかった とい う判例 であ り、 これ によ り、無断

録音行為 も不法行為 とはみな されない ことになる。

これ によ り、上告人の行為 を不法行為 と判決す るうえにおいて、考慮 され るべ

き別の理 由が存在す ることをもって、理 由不備 となるため、 この判決 には理 由不

備 (民 事訴訟法第 312条 2項 6号 )の 違法がある。

3.理 由に食い違 いがある :名 誉棄損に対する免責要件の適用 と無断録音に対す

る違法性阻却理 由の事 由の不適用に関 して

前述 したように、原判決では、①名誉権侵害、②業務遂行権侵害、⑤人格権侵

害および業務遂行権侵害に基づ くウェブ公開情報の差止請求を却下 しているが、

その理由を③本件記事等が公共の利害に係 るものであ り、⑤その掲載が専 ら公益

を図る目的で行われたこと、◎本件記事等の意見の前提 とされた事実の重要な部

分が真実である、 といった名誉棄損の免責要件の適用により却下 している。

しかるに、③労働契約終了に伴 う信義則上の守秘義務違反 による不法行為に関

しては、③教授会の非公開、①録音許可ルールのもとでの無断録音、①それ らに

よるウェブ公開が もたらす自由闊達な議論を阻害する萎縮効などを主な理由とし

て挙げて不法行為 との判決を下している。

しか しながら、上告人が情報公開 した被上告人大学の行為は

。憲法第 23条 お よび教育基本法、大学設置基準などに反 した不法行為

。民法第 1条 (基本原則)の 公共の福祉 に反 しないこと、信義誠実の原則に

反 しないこと、権利 を濫用 しないことに抵触 した不法行為

一方、上告人の無断録音は

'民法第 720条 第 1項 (正 当防衛 。緊急避難)の 必要性 と相当性の要件 に

適合すること

,無断録音などによる保護 されるべき教授会議事の秘密議事内容の情報公開

は、被上告人大学の不法行為 を公開す ることであって公共の福祉に適合す

ること



これによ り、原審 の判決 を下す態様 には食 い違 いがあることか ら、理 由不備 (民

事訴訟法第 312条 2項 6号 )の 違法がある。

第 5 結論

以上の ように、原判決 の「労働契約終 了に伴 う信義則上 の守秘義務違反 による

不法行為」 と「 これ らの損害 を填補す るための額 としては 30万 円が相当」 との

損害賠償 に関 し、民事訴訟法第 312条 2項 6号所定の上告理由が存在す ること

か ら、本件上告 に及んだ次第である。

以上

／
０


